
令和８年４～５月 引き続き商店街や地域への説明

６～10月 保育事業者選定（公募）

令和10年３月まで 建設工事

４月 開設

スケジュール

令和7年
待機児童が発生している当該地域の子育て環境の改善を図るべく、当該跡地活用の
方向性を決定。保育所整備に係る商店街や地域への説明（継続的に実施）

令和８年２月定例会 保育所整備を見据えた敷地面積の測量に係る予算の承認

令和８年
商店街・地域からの交通安全対策や商店街との連携・協力等に関する意見・要望等の調整・
対応

・園児等の安全な生活環境の確保を最優先とするため、
保育所のみを整備する。

・保育事業の運営に支障のない範囲で商店街や地域の
意見及び要望を反映するよう、保育事業者公募要領へ
の記載を検討する。

・保育事業者の選定に当たっては、商店街や地域に根差
した運営が可能な事業者かを重視する。

商店街・地域等からの主な要望

経過

令和８年度の保育所等施設の整備に係る公募予定
（JR吹田駅南立体駐車場跡地の保育所誘致）

本市の対応方針

・駐車場を可能な限り維持、確保すること（保育所と駐
車場の併設）。

・送迎時の車の使用禁止等の違法駐車対策を行うこと。

・園児や商店街通行人の安全を確保すること。

・商店街、地域イベントへの参加や共同イベントを実施す
ること。

・商店街に加盟すること。

第１回子ども・子育て支援審議会
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